
 

 

お問い合わせ・御相談 

 

〒960-8688 福島市杉妻町２－１６ 
各担当直通電話 

● 福利課 
総 務 担 当  024-521-7804  財産形成貯蓄、任意継続組合員の掛金 

福 祉 担 当  024-521-7804  宿泊施設利用、健康診断、その他福祉事業 

短期給付担当  024-521-7802  医療、任意継続組合員の手続き 

長期給付担当  024-521-7803  退職手当、老齢・障害・遺族厚生年金、 

                          児童手当、iDeCo 

● (一財)福島県教職員互助会 
  024-521-7798  互助会厚生事業 

●ファックス（共通）024-521-2852 

 

 

  〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－９－５ 

電話 03-5259-1122 （月～金曜日の9:00～17:30） 

 
メール：公立学校共済組合ホームページ(https://www.kouritu.or.jp) 

のご質問・ご相談専用フォームをご利用ください。 

             

 

 
年金受給者の年金額、各種届出、証明、年金請求手続等に関する受付、相談 

 

公立学校共済組合 本部 年金相談室 

福島県教育庁 福利課 

公立学校共済組合 福島支部（福島県教育庁福利課内） 

 (一財)福島県教職員互助会（ 〃 ） 

 

トップページ⇒年金受給者（待機者）向け手続き⇒ 

年金相談窓口⇒ご質問・ご相談専用フォームへ 

https://www.kouritu.or.jp/

